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Ｌの改善状況及び③のイの達成目標を踏まえた適切な対応を行

うこと。

(21) 介護職員処遇改善加算について

介護職員処遇改善加算は、平成二十三年度まで実施されていた

介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点か

ら、当該交付金を円滑に介護報酬に移行することを目的とし平成

二十六年度までの間に限り創設したものである。その内容につい

ては、別途通知（「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方

並びに事務処理手順及び様式例の提示について」）を参照するこ

と。

３ 訪問入浴介護費 ３ 訪問入浴介護費

⑴ 看護、介護職員の取扱い ⑴ 看護、介護職員の取扱い

訪問入浴介護については、人員の算定上、看護職員を介護職員 訪問入浴介護については、人員の算定上、看護職員を介護職員

として数えることができるものであること。例えば、訪問する三 として数えることができるものであること。例えば、訪問する三

人の職員のうち二人が看護職員であっても差し支えないこと。 人の職員のうち二人が看護職員であっても差し支えないこと。

⑵ 利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められ ⑵ 利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められ

る場合の取扱い る場合の取扱い

注２の場合に、訪問入浴介護の提供に当たる三人の職員のうち、 注２の場合に、訪問入浴介護の提供に当たる三人の職員のうち、

看護職員が含まれている場合であっても所定単位数に百分の九十 看護職員が含まれている場合であっても所定単位数に百分の九十

五を乗じて得た単位数が算定されることには変わりがないもので 五を乗じて得た単位数が算定されることには変わりがないもので

あること。 あること。

⑶ 利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取扱い ⑶ 利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取扱い

実際に入浴を行った場合に算定の対象となり、入浴を見合わせ 実際に入浴を行った場合に算定の対象となり、入浴を見合わせ

た場合には算定できない。ただし、利用者の希望により清拭、部 た場合には算定できない。ただし、利用者の希望により清拭、部

分浴を実施した場合には、所定単位数に百分の七十を乗じて得た 分浴を実施した場合には、所定単位数に百分の七十を乗じて得た

単位数を算定できる。 単位数を算定できる。

⑷ 指定訪問入浴介護事業所と同一の建物に居住する利用者に対す

る取扱い

訪問介護と同様であるので、２の⑾を参照されたい。

⑷ 注５の取扱い ⑸ 注６の取扱い

訪問介護と同様であるので、２の⒀②から④までを参照された 訪問介護と同様であるので、２の⒂②から④までを参照された

い。 い。

⑸ 注６の取扱い ⑹ 注７の取扱い

訪問介護と同様であるので、２の⒁を参照されたい。 訪問介護と同様であるので、２の⒃を参照されたい。

⑹ サービス提供体制強化加算の取扱い ⑺ サービス提供体制強化加算について
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① 研修について ① 研修について

訪問入浴介護従業者ごとの「研修計画」については、当該事 訪問入浴介護従業者ごとの「研修計画」については、当該事

業所におけるサービス従事者の資質向上のための研修内容の全 業所におけるサービス従事者の資質向上のための研修内容の全

体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、 体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、

訪問入浴介護従業者について個別具体的な研修の目標、内容、 訪問入浴介護従業者について個別具体的な研修の目標、内容、

研修期間、実施時期等を定めた計画を策定しなければならない。 研修期間、実施時期等を定めた計画を策定しなければならない。

② 会議の開催について ② 会議の開催について

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留 「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留

意事項に係る伝達又は当該指定訪問入浴介護事業所における訪 意事項に係る伝達又は当該指定訪問入浴介護事業所における訪

問入浴介護従業者の技術指導を目的とした会議」とは、当該事 問入浴介護従業者の技術指導を目的とした会議」とは、当該事

業所においてサービス提供に当たる訪問入浴介護従業者のすべ 業所においてサービス提供に当たる訪問入浴介護従業者のすべ

てが参加するものでなければならない。なお、実施に当たって てが参加するものでなければならない。なお、実施に当たって

は、全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグル は、全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグル

ープ別に分かれて開催することで差し支えない。会議の開催状 ープ別に分かれて開催することで差し支えない。会議の開催状

況については、その概要を記録しなければならない。なお、「定 況については、その概要を記録しなければならない。なお、「定

期的」とは、概ね一月に一回以上開催されている必要がある。 期的」とは、概ね一月に一回以上開催されている必要がある。

同号イ⑵㈡の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に 同号イ⑵㈡の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に

当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項につ 当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項につ

いて、その変化の動向を含め、記載しなければならない。 いて、その変化の動向を含め、記載しなければならない。

・利用者のＡＤＬや意欲 ・利用者のＡＤＬや意欲

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 ・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望

・家族を含む環境 ・家族を含む環境

・前回のサービス提供時の状況 ・前回のサービス提供時の状況

・その他サービス提供に当たって必要な事項 ・その他サービス提供に当たって必要な事項

③ 健康診断等について ③ 健康診断等について

同号イ⑶の健康診断等については、労働安全衛生法により定 同号イ⑶の健康診断等については、労働安全衛生法により定

期に実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に 期に実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に

該当しない訪問入浴介護従業者も含めて、少なくとも一年以内 該当しない訪問入浴介護従業者も含めて、少なくとも一年以内

ごとに一回、事業主の費用負担により実施しなければならない。 ごとに一回、事業主の費用負担により実施しなければならない。

平成二十一年度については、当該健康診断等が一年以内に実施 新たに加算を算定しようとする場合にあっては、当該健康診断

されることが計画されていることをもって足りるものとする。 等が一年以内に実施されることが計画されていることをもって

また、年度途中から新規に事業を開始する場合においても、同 足りるものとする。

様の取扱いとする。

④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出し ④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出し

た前年度（三月を除く。）の平均を用いることとする。ただし、 た前年度（三月を除く。）の平均を用いることとする。ただし、
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平成二十一年度の一年間においてはすべての事業所について、 前年度の実績が六月に満たない事業所（新たに事業を開始し、

平成二十二年度以降においては前年度の実績が六月に満たない 又は再開した事業所を含む。）については、届出日の属する月

事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。） の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる

についてのみ、届出日の属する月の前三月について、常勤換算 こととする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した

方法により算出した平均を用いることとする。したがって、新 事業者については、四月目以降届出が可能となるものであるこ

たに事業を開始し、又は再開した事業者については、四月目以 と。

降届出が可能となるものであること。 なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基

なお、介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者について 礎研修課程修了者については、各月の前月の末日時点で資格を

は、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課 取得している又は研修の課程を修了している者とすること。

程を修了している者とすること。

⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降におい ⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降におい

ても、直近三月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割 ても、直近三月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割

合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎 合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎

月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、 月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、

直ちに第一の５の届出を提出しなければならない。 直ちに第一の５の届出を提出しなければならない。

⑥ 同一の事業所において介護予防訪問入浴介護を一体的に行っ ⑥ 同一の事業所において介護予防訪問入浴介護を一体的に行っ

ている場合においては、本加算の計算も一体的に行うこととす ている場合においては、本加算の計算も一体的に行うこととす

る。 る。

⑻ 介護職員処遇改善加算について

訪問介護と同様であるので、２の(21)を参照されたい。

４ 訪問看護費 ４ 訪問看護費

⑴ 「通院が困難な利用者」について ⑴ 「通院が困難な利用者」について

訪問看護費は「通院が困難な利用者」に対して給付することと 訪問看護費は「通院が困難な利用者」に対して給付することと

されているが、通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上での されているが、通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上での

居宅での支援が不可欠な者に対して、ケアマネジメントの結果、 居宅での支援が不可欠な者に対して、ケアマネジメントの結果、

訪問看護の提供が必要と判断された場合は訪問看護費を算定でき 訪問看護の提供が必要と判断された場合は訪問看護費を算定でき

るものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、 るものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、

同様のサービスが担保されるのであれば、通院サービスを優先す 同様のサービスが担保されるのであれば、通院サービスを優先す

べきということである。 べきということである。

⑵ 訪問看護指示の有効期間について ⑵ 訪問看護指示の有効期間について

訪問看護費は、訪問看護ステーションにあっては、主治の医師 訪問看護費は、訪問看護ステーションにあっては、主治の医師

の判断に基づいて交付（二か所以上の訪問看護ステーションから の判断に基づいて交付（二か所以上の訪問看護ステーションから

の訪問看護の場合は各訪問看護ステーションごとに交付）された の訪問看護の場合は各訪問看護ステーションごとに交付）された

指示書の有効期間内に訪問看護を行った場合に算定する。 指示書の有効期間内に訪問看護を行った場合に算定する。

なお、医療機関にあっては、指示を行う医師の診療の日から一 なお、医療機関にあっては、指示を行う医師の診療の日から一


